
第１ 労働協約の終了事由とは何か 

前回述べたとおり、労使間の合意文書の

表題が「覚書」、「了解事項」等の名称であ

っても、労働協約になり得ます。 

このような文書があるため、使用者が労

使関係上多大な負担を感じたり、円滑に業

務を遂行できない場合には、労働協約の効

力を失わせなければなりません。 

例えば、使用者が団体交渉で、「就業時間

中でも、使用者は団体交渉を行わなければ

ならない」などの「覚書」にサインしてし

まった場合などは、就業時間中でも団体交

渉に応じなければならなくなります。しか

し、これでは会社の業務遂行がままならな

くなり、労働協約を解約する必要が生じま

す。 

労働協約は、有効期間の満了、解約、目

的の達成、当事者の消滅（労働組合や会社

がなくなってしまう）、反対協約の成立など

の事由によって終了し、効力を失います。 

要するに、労働組合の合意無く、労働協

約の効力を失わせるためには、労働協約の

有効期間が満了するのを待つか、使用者が

労働協約を解約するしかありません。 

 

第２ 労働協約の解約は自由にできるの

か？ 

期間の定めのない労働協約は、当事者の

一方が、署名しまたは記名押印した文書で

少なくとも９０日前の予告をすることによ

ってこれを解約することができるとされて

います（労組法１５条３項前段・４項）。 

解約には格別理由を必要とされていませ

んが、あまりにも恣意的な解約は解約権の

濫用とされて無効とされてしまいます。 

したがって、労働協約の解約は、条文上

は、自由にできるのですが、裁判所や労働

委員会などで、後々無効とされてしまう余

地があるのです。 

 

第３ 労働協約の解約のやり方 

労働協約の解約が後々無効であると言わ

れないためには、使用者は、以下のとおり、

解約手続を進める必要があります。 

まず、会社が、労働協約を変更したいと

労働組合に申し入れ、団体交渉を開催しま

す。その上で、会社が労働協約を変更した

い理由を説明し、労働協約の変更案を提示

します。労働組合はもちろんその案に反対

すると思いますが、少なくとも複数回は団

体交渉を開催して、労働協約の変更を主張

します。その上で、労働組合と協議を尽く

しても、労働協約変更について合意に至ら

なかったということで、労働協約の解約を

することになります。具体的な労働協約の

解約の方式などについては次回述べます。 
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